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第２章 新宿区の空家等の現状 

 

 １ 住宅・空家等の状況 
 

（１）住宅総数と世帯総数の推移 
住宅・土地統計調査（p14参照）によると、区の住宅総数および世帯総数は増加が

続いており、直近の平成 30 年時点で住宅総数は約 24.5 万戸、世帯数は約 21.3 万
戸となっています。いずれの調査時点でも住宅総数が世帯数を上回り、1世帯当たり
の住宅戸数は 23区の水準より高く、1.20前後で推移しています。また、全国の持ち
家として取得した住宅に占める中古住宅の割合は、平成 30年で戸建住宅等が 9.2％、
共同住宅等は前回調査より増加しましたが、11.5％となっており、依然として中古住
宅の流通量は低く、中古住宅市場の活用が不十分なことは、空家増加の要因の一つと
いえます。 

 
図表 1 区及び 23 区の住宅総数・世帯総数推移 

資料：平成 30 年／平成 25 年／平成 20 年／平成 15 年／平成 10 年 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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図表 2 全国の持ち家として取得した中古住宅数の推移 

資料：平成 30 年／平成 25 年／平成 20 年／平成 15 年／平成 10 年 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 
 

（２）空家の状況 
区の空家率は、直近の平成 30年時点で 11.4％であり、全国の空家率 13.5％より

低いものの、東京都内の空家率 10.6％、23区内の同 10.4％より高水準にあります。 
また、区内の空家率は、平成 10年以降減少傾向にありますが、今後、全国的には

人口減少や高齢化による空家の増加が懸念されています。新宿区においても、高齢化
による空家の増加傾向に注意する必要があります。 

図表 3 区の空家総数・空家率の推移 

資料：平成 30 年／平成 25 年／平成 20 年／平成 15 年／平成 10 年 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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図表 4 全国・東京都・区の空家率の推移 

資料：平成 30 年／平成 25 年／平成 20 年／平成 15 年／平成 10 年 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

（３）空家の種類別構成 
空家の種類別構成比を全国・東京都・区で比較すると、東京都・区の空家は、全国

の傾向と比較して賃貸用の住宅の比率が高く、その分、その他の住宅の比率が低くな
っています。区の空家の種類別構成では、平成 20 年から平成 30年にかけて、その
他の住宅数が減少している一方、賃貸用の住宅数の増加が顕著にみられます。 

 

図表 5 全国・東京都・区の空家の種類別構成比率 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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図表 6 区の空家の種類別構成比率 

資料：平成 30 年／平成 25 年／平成 20 年／平成 15 年／平成 10 年 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 
 

（４）建て方別の空家の種類 
区の空家を建て方別にみると、戸建住宅では空家 1,080 戸のうちその他の住宅が

490戸（45.4%）を占め、最も多くなっています。一方、共同住宅等では空家 26,840
戸のうち、賃貸用の住宅が 23,110戸（86.1％）を占めています。賃貸用の住宅の場
合には、民間の賃貸管理会社等による管理が実施され、建物の保全がなされているケ
ースも多いと考えられますが、その他の住宅の場合は、居住者が長期にわたり不在に
なったり、取り壊しをする予定などにより、適切な管理が長期にわたって実施されな
くなる可能性が高まります。 
その他の住宅の腐朽・破損の有無を建て方別にみると、戸建住宅で 400戸（37.0％）、

共同住宅等で 1,170 戸（31.3％）の空家に腐朽・破損が認められます。これらの空
家等が管理されない状態が続くことで、管理不全な空家等の増加につながるおそれが
あります。 
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図表 7 区の建て方別空家の種類（左表：戸建住宅、右表：共同住宅等） 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

図表 8 区の建て方別その他の住宅の腐朽・破損の有無 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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住宅・土地統計調査とは 

住宅・土地統計調査は、総務省が 5年ごとに実施するもので、一定の方法で抽出
された住戸・世帯を調査対象（平成 30年調査：全国約 370万住戸・世帯が対象）
とし、統計的処理を施した推計値により、我が国における住戸（住宅及び住宅以外
で人が居住する建物）に関する実態等を調査しています。 

 
 

～住宅・土地統計調査における空家の種類～ 

①二次的住宅 
別荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだ

んは人が住んでいない住宅 
その他：ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりす

るなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

②賃貸用の住宅 
新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 

③売却用の住宅 
新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 

④その他の住宅 
上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯

が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになってい
る住宅など（注：空家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 
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 ２ 新宿区空家等実態調査 
 

（１）新宿区空家等実態調査の概要 
区では、平成 28年度に「空家等実態調査」を実施し、空家の所在地や状況を現地

調査により把握するとともに、空家の所有者等（所有者や管理者）に対してアンケー
トを配布して、空家となった経緯や維持管理の状況、今後の利活用の意向等を調査し
ました。管理不全空家の増加傾向を把握するため、令和４年度に前回調査で把握した
空家が管理不全状態へ状況が悪化していないか追跡調査を実施しました。 

 

 
○調査期間 平成 28年 5月末から平成 28年 8月末まで 
○調査対象 新宿区全域に存在する民間建築物（48,798棟） 
○調査方法  

・一次調査：外観目視により空家や居住中の老朽化した建物を抽出し
て分類 

・二次調査：空家と判断した建物については、詳細な状況調査を実施 
○調査結果の概要 
 調査対象区域及び棟数 新宿区全域 48,798棟（公共施設を除く） 

・区内の空家棟数 441棟 
・区内の空家率 0.9％（空家棟数／調査対象棟数×100） 

 

 
○調査期間 令和 4年 6月中旬から令和４年 7月中旬まで 
○調査対象 平成 28年度調査で把握した空家のうち、調査開始前に解体や居住

を確認しているものを除いた空家 
○調査方法 平成 28年度と同様 
○調査結果の概要 
 平成 28年度から引き続き空家だった棟数 182棟 
  

①平成 28年度の現地調査の概要 

②令和４年度の現地調査の概要 
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新宿区空家等実態調査と住宅・土地統計調査の相違点 

新宿区空家等実態調査の「空家」 
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きま
す。（「空家等対策の推進に関する特別措置法」第 2条第 1項より） 
なお、長屋や共同住宅については、当該住宅内の全ての住戸が居住その他の使

用がなされていないことが常態となった場合には「空家」に含まれます。 

（例）共同住宅で、全ての住戸に人が住んでいないときは、その共同住宅は「空家」
１棟となります。（一つでも住戸に人が住んでいるときは、その建物は「空
家」とはなりません。） 

 
住宅・土地統計調査の「空家」 
住宅・土地統計調査の「空家」は、一戸建ての住宅やアパートのように完全に

区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよ
うに建築又は改造されたもののうち、居住者のいないもの（昼間だけ使用してい
る、何人かの人が交代で寝泊まりしているものを除く。）をいいます。 

（例）10戸の住宅がある共同住宅で、うち 3戸に居住者のいない場合は、「空家」
3戸となります。 
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図表 9 現地調査結果の概要 

 

  

分 類 状 況 件 数 
 

【空家】 

ア 建物損傷状況 

Ａ 修繕がほとんど必要ないもの 239 棟 
91.4％ 

441 棟 
Ｂ 軽度の修繕が必要なもの 164 棟 

Ｃ 老朽化が著しい・一部損傷あり 28 棟 6.3％ 

Ｄ 損傷が著しい 10 棟 2.3％ 

イ ごみ放置状況 
敷地内にごみ等の投棄や放置が見ら

れるもの 
11 棟 

建物損傷状況Ａ､Ｂ： 8 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ： 3 棟 

ウ 樹木繁茂状況 
敷地内の樹木、雑草の管理が適切に

行われていないもの 
65 敷地 

建物損傷状況Ａ､Ｂ：57 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ： 8 棟 
 

【居住中の建物等】  

ア 建物損傷状況 
建物損傷状況Ａ、Ｂ相当 

約 4 万８千

棟 

建物損傷状況Ｃ、Ｄ相当 13 棟 

イ ごみ屋敷 敷地内にごみ等が堆積しているもの 10 棟 
建物損傷状況Ａ､Ｂ相当： 10 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ相当：  0 棟 

ウ 樹木繁茂 
敷地内の樹木、雑草の管理が適切

に行われていないもの 
191 敷地 

建物損傷状況Ａ､Ｂ相当：189 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ相当：  2 棟 
 

【空地】 

雑草や廃棄物等維持管理が適切に行われていないもの 14 敷地 

分 類 状 況 件 数 
 

【空家】 

ア 建物損傷状況 

Ａ 修繕がほとんど必要ないもの 71 棟 
91.2％ 

182 棟 
Ｂ 軽度の修繕が必要なもの 95 棟 

Ｃ 老朽化が著しい・一部損傷あり 13 棟 7.1％ 

Ｄ 損傷が著しい 3 棟 1.6％ 

イ ごみ放置状況 
敷地内にごみ等の投棄や放置が見

られるもの 
11 棟 

建物損傷状況Ａ､Ｂ： 9 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ： 2 棟 

ウ 樹木繁茂状況 
敷地内の樹木、雑草の管理が適切

に行われていないもの 
42 敷地 

建物損傷状況Ａ､Ｂ：35 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ： 7 棟 
 

【居住中の建物等】  

 ごみ屋敷 敷地内にごみ等が堆積しているもの 3 棟 
建物損傷状況Ａ､Ｂ相当：  3 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ相当：  0 棟 

 樹木繁茂 
敷地内の樹木、雑草の管理が適切

に行われていないもの 
129 敷地 

建物損傷状況Ａ､Ｂ相当：127 棟 

建物損傷状況Ｃ､Ｄ相当：  2 棟 
 

【空地】 

雑草や廃棄物等維持管理が適切に行われていないもの 3 敷地 

平成 28 年度 

令和４年度 
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ア 地域別の状況 
（ア）地域別の空家棟数及び空家率 

10地域に区分した空家の状況を下図に示します。 

図表 10 地域別の空家棟数と空家率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地域別の空家棟数は、落合第一地域（70棟）、四谷地域（60棟）、柏木地域（54
棟）、落合第二地域（49棟）に多い。 

・区内の空家率は 0.9％である。角筈地域が 1.71%、落合第一地域が 1.46％、柏
木地域が 1.34%、四谷地域が 0.93％となり、４地域は平均より高い。 
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落合第二地域 ４９棟（０.７９％） 

若松地域 ３２棟（０.８８％） 
 

四谷地域 ６０棟（０.９３％） 

大久保地域 ４３棟（０.８３％） 

角筈地域（新宿駅周辺）４７棟（１.７１％） 
 

柏木地域 ５４棟（１.３４％） 

箪笥地域 ３４棟（０.６６％） 
 

平成 28 年度 



第２章 新宿区の空家等の現状 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・地域別の空家棟数は、落合第一地域（33棟）、四谷地域（28棟）、柏木地域（26
棟）、落合第二地域（19棟）に多い。 

・区内の空家率 0.38％に対して、落合第一地域が 0.69％、柏木地域が 0.65%、
四谷地域が 0.43％、角筈地域が 0.40%となり、４地域は平均より高い。 

 
 
 

  

角筈地域（新宿駅周辺） １１棟（０.４０％） 
 

 

令和４年度 

落合第一地域 ３３棟（０.６９％） 

榎地域 ９棟（０.１７％） 
 

戸塚地域 １５棟（０.２９％） 
 

落合第二地域 １９棟（０.３１％） 

若松地域 １３棟（０.３６％） 
 

四谷地域 ２８棟（０.４３％） 

大久保地域 １６棟（０.３１％） 

柏木地域 ２６棟（０.６５％） 

箪笥地域 １２棟（０.２３％） 
 

 

空き家率分布図 

0.1 以下 

0.1～0.2 

0.2～0.3 

0.3～0.4 

0.4～0.5 

0.5～0.6 

0.6 以上 
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第一種低層住居

専用地域

47棟(11%)

第一種住居地域

130棟(29%)

近隣商業地域

20棟(5%)

準工業地域

（特別工業地区）

26棟(6%)

第二種中高層

住居専用地域

15棟(3%)

商業地域

64棟(15%)

第一種中高層

住居専用地域

103棟(23%)

第二種住居

地域

36棟(8%)

平成28年度

 
（イ）用途地域別の空家棟数 

 
平成 28 年度では、住居系の用途地域の割合は計 74％。商業系が計 20％

で、商業系の地域にも空家が一定数存在していた。 

令和 4 年度の空家の割合は、住居系の用途地域で計 76.8％、商業系で計
20.9％であった。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域別 
（空家のＣ，Ｄ状態 38棟）（計 441棟）  （空家のＣ，Ｄ状態 16棟）（計 182棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C、D 3棟

C、D 4棟

C、D 5棟

C、D 17棟

C、D 6棟

C、D 3棟

0 50 100 150

準工業地域（特別工業地区）

(116.7ha)

商業地域

(499.6ha)

近隣商業地域

(93.6ha)

第二種住居地域

(101.9ha)

第一種住居地域

(391.3ha)

第二種中高層住居専用地域

(81.6ha)

第一種中高層住居専用地域

(417.1ha)

第一種低層住居専用地域

(121.2ha)
47棟

103棟

15棟

130棟

36棟

20棟

64棟

26棟

平成28年度

C、D 2棟

C、D 8棟

C、D 3棟

C、D 3棟

0 20 40 60 80

準工業地域

商業地域

近隣商業地域

第二種住居地域

第一種住居地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種低層住居専用地域 19棟

41棟

9棟

60棟

6棟

8棟

30棟

9棟

令和４年度

４４１棟 

住居系が 

7 割以上 

第一種低層住

居専用地域

19棟

10.4%

第一種中高

層住居専用

地域

41

22.5%

第二種中高層住

居専用地域

9棟

4.9%

第一種住居

地域

60棟

33.0%

第二種住居地域

6棟

3.3%

近隣商業地域

8棟

4.4%

商業地域

30棟

16.5%

準工業地域

9棟

4.9%

182棟

住居系が

7割以上

令和４年度

住居系が 7割以上 
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イ 建物に関する状況 
（ア）用途別の空家棟数 

 
平成 28 年度、令和 4 年度ともに、「戸建て」が過半数を占めている。「ア

パート」、「店舗兼住宅」、「長屋」を含めると居住用の建物用途は計 90％以上
で大部分を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途別 
（空家のＣ，Ｄ状態 38棟） (計 441棟） （空家のＣ，Ｄ状態 16棟） (計 182棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建て

261棟

(59%)
アパート

80棟(18%)

店舗兼住宅

54棟(12%)

店舗

17棟(4%)

事務所

19棟(4%)

その他(倉庫等)

9棟(2%) 長屋

1棟(1%未満)

平成28年度

C、D 1棟

C、D 1棟

C、D 1棟

C、D 4棟

C、D 5棟

C、D 26棟

0 100 200 300

長屋

その他（倉庫等）

事務所

店舗

店舗兼住宅

アパート

戸建て 261棟

80棟

54棟

17棟

19棟

9棟

1棟

平成28年度

C、D 1棟

C、D 4棟

C、D 2棟

C、D 9棟

0 50 100 150

長屋

その他

事務所

店舗

店舗兼住宅

共同住宅

戸建て 112棟

32棟

25棟

5棟

3棟

4棟

1棟

令和４年度

４４１棟 

居住用が９割 

戸建て

112棟

（61.5%）
共同住宅

32棟

（17.6%）

店舗兼住宅

25棟

（13.7%）

店舗

5棟

（2.7%）

事務所

3棟

（1.6%）

その他

4棟

（2.2%）
長屋

1棟

（0.5%）

居住用が９割

182棟

令和４年度

居住用が９割 
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木造

356棟(81%)

非木造

72棟(16%)

不明

13棟(3%)

平成28年度

（イ）構造別の空家棟数 

 
「木造」が、平成 28 年度は 81％、令和 4 年度は 90.7%で、いずれも大

部分を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造別 
（空家のＣ，Ｄ状態 38棟）（計 441棟）（空家のＣ，Ｄ状態 16棟）（計 182

棟） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C、D 1棟

C、D 1棟

C、D 36棟

0 100 200 300 400

不明

非木造

木造 356棟

72棟

13棟

平成28年度

４４１棟 

木造が８割以上 

C、D 2棟

C、D 14棟

0 50 100 150 200

不明

非木造

木造 165棟

15棟

2棟

令和４年度

木造

165棟（90.7%）

非木造

15棟

（8.2%）

不明

2棟（1.1%）

１８２棟

木造が９割以上

令和４年度

木造が８割以上 
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～昭和46年

42棟(28%)

昭和47年～56年

54棟(37%)

昭和57年

～平成12年

28棟(19%)

平成13年～

3棟(2%)

不詳

20棟(14%)

平成28年度

（ウ）建築年次別の空家棟数 

 
「昭和 46年以前」と「昭和 47年～昭和 56年」を合わせると平成 28年

度は 65％、令和 4年度は 74.3％で、いずれも過半数を占めている。 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

建築年次 
（空家のＣ，Ｄ状態 6棟）（計 35棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１４７棟 
（登記簿等に建物の 

情報があるもの） 

昭和５６年以前の 

建物が６割以上 

C、D 1棟

C、D 3棟

C、D 8棟

0 20 40 60

不詳

平成13年～

昭和57年～平成12年

昭和47年～昭和56年

～昭和46年 42棟

28棟

20棟

3棟

54棟

平成28年度

C、D 1棟

C、D 5棟

0 10 20

不詳

平成13年～

昭和57年～平成12年

昭和47年～昭和56年

～昭和46年 17棟

6棟

3棟

9棟

令和４年度

～昭和46年

17棟

48.6%

昭和47～

昭和56年

9棟

25.7%

昭和57～

平成12年

6棟

17.1%

不詳

3棟

8.6%

昭和５６年以前の

建物が７割以上

３５棟
（登記簿等に建物の

情報があるもの）

令和４年度

昭和 56年以前の建物が６割以上 
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2m未満

123棟(28%)

2m～4m

234棟(53%)

4m以上

84棟(19%)

平成28年度

ウ 接道の状況 
（ア）前面道路の幅員別の空家棟数 

 

空家の敷地の前面道路の接道状況（前面道路の幅員）は、平成 28年度で、
「2ｍ～4ｍ」が 53％で過半数を占め、次いで「2ｍ未満」が 28％であった。
令和４年度もほぼ同様で、いずれの年度でも８割以上が細街路に面している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前面道路の幅員 
（空家のＣ，Ｄ状態 16棟）（計 182棟） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４１棟 

細街路が８割以上 

2m未満

60棟

（33.0%）

2m～4m

95棟（52.2%）

4m以上

27棟

（14.8%）

１８２棟

細街路が８割以上

令和４年度

C、D 6棟

C、D 16棟

C、D 16棟

0 50 100 150 200 250

4m以上

2m～4m

2m未満 123棟

234棟

84棟

平成28年度

C、D 3棟

C、D 3棟

C、D 10棟

0 50 100

4m以上

2m～4m

2m未満 60棟

95棟

27棟

令和４年度

細街路が８割以上 
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2m未満

64棟

(15%)

2～4m

94棟

(21%)

4m以上

283棟

(64%)

平成28年度

（イ）道路に接する間口別の空家棟数 

 
空家の敷地が道路に接する長さ（間口）は、「4ｍ以上」が平成 28 年度で

64％、令和４年度で 58.2%と、いずれも過半数を占めている。一方、「2ｍ未
満」である、いわゆる無接道敷地がいずれの年度も１割強存在する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

道路に接する間口 
（空家のＣ，Ｄ状態 16棟）（計 182棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４１棟 

C、D 23棟

C、D 4棟

C、D 11棟

0 100 200 300

4m以上

2m～4m

2m未満 64棟

94棟

283棟

平成28年度

C、D 9棟

C、D 4棟

C、D 3棟

0 50 100 150

4m以上

2m～4m

2m未満 30棟

46棟

106棟

令和４年度

４ｍ以上が６割以上 

2m未満

30棟

（16.5%）

2m～4m

46棟

（25.3%）

4m以上

106棟

（58.2%）

１８２棟

令和４年度

４ｍ以上が６割以上 
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平成 28年度には、空家と判断した 441棟のうち、登記簿調査等により所有者を特

定できた 417 棟に対してアンケート調査を行いました。なお、物件によって所有者
が複数いるため、アンケートの送付先は 601件でした。 

  令和４年度は、平成 28 年度の実態調査時の空家 441 棟から実態調査以降に改善
等された空家 189棟を除いた 252棟を対象に調査を実施しました。アンケートの送
付先は 214件でした。 

 

 
・原則として建物登記簿から確認した空家を対象としました。 
・借地等により一の土地に複数の建物登記があり特定が困難な場合は、住宅地図
等に載っている表札名と建物登記の所有者名が一致したものを対象としました。 

・建物登記が特定できない場合は、住宅地図等に載っている表札名と土地登記の
所有者名が一致したものを対象としました。 

・上記により所有者が特定できなかったものについては、固定資産税情報を元に
アンケートを送付しました。 

 

以上により所有者が判明した空家は、平成 28 年度は 417 棟、令和 4 年度は
163棟です。 

 

 

 
 

 平成 28年度 令和４年度 
棟数(棟) 件数(件) 棟数(棟) 件数(件) 

アンケート発送数 417 601 163 214 
宛先不明で返送 79 96 10 15 
有効対象数 338 505 153 199 
有効回答 137 151 47 49 

回収率（対有効対象数） 40.5% 29.9% 30.7% 24.6% 
未回答 201 354 106 150 

 

  

②アンケート調査の概要 

所有者調査の方法 

アンケート調査回収結果 
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集計結果の見方 

・グラフ内の数字については、件数（構成比）を表示しています。 

・構成比は小数第 2位を四捨五入して算出しました。したがって、回答率
は合計しても合計が 100%にならず、1%の範囲で増減することがあり
ます。 

・ｎは構成比算出の母数であり、100%が何人の回答者数に相当するかを
示します。 

・単回答の設問で複数回答している場合は、複数回答を含めた回答数とな
ります。 

 
 

 
 

まずはじめに、対象建物・土地についてお伺いします。 

平成 28 年度では、「建物・土 地を自身が所有している」が最も多く 98 件
（64.1％）、そのほか「建物のみを自身が所有している」が 14件（9.2％）、「土
地のみを自身が所有している」が 12件（7.8％）と約 17％が借地の状態にあっ
た。令和４年度では、「建物・土地を自身が所有している」が最も多く 32 件
（65.3％）、「建物のみを自身が所有している」が 9件（18.4％）であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

アンケート調査の集計結果 

所有者等について 

問１ 

5件(3.3%)

13件

(8.5%)

1件(0.7%)

10件

(6.5%)

12件

(7.8%)

14件

(9.2%)

98件

(64.1%)

無回答

6.最近、譲渡・売却した

5.こころあたりがない

4.家族・親族等が所有している

3.土地のみを自身が所有している

2.建物のみを自身が所有している

1.建物・土地を自身が所有している

ｎ＝153件

平成28年度

4件(8.2%)

3件(6.1%)

0件(0%)

1件(2%)

0件(0%)

9件

(18.4%)

32件

(65.3%)

無回答

6.最近、譲渡・売却した

5.こころあたりがない

4.家族・親族等が所有している

3.土地のみを自身が所有している

2.建物のみを自身が所有している

1.建物・土地を自身が所有している

ｎ＝49件

令和４年度
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所有者は何名ですか。（問１で 1～4を選択した人のみ） 

平成 28年度では、「１人」が最も多く 78件（58.2％）、「２人以上」の共有が
42件（31.3％）であった。令和４年度では、「１人」が最も多く 26件（61.9％）、
「２人以上」の共有が 12件（28.6％）であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

年齢は何歳ですか。（問 1で 1～4を選択した人のみ） 

平成 28年度では、「70歳以上」が最も多く 59件（44.0％）、次いで「60代」
が多く 39件（29.1％）と、60歳以上が 7割台半ばと最も多かった。令和４年
度では、「７０歳以上」が最も多く２１件（50.0％）、次いで「６０代」が多く 13
件（31.0％）と、６０歳以上が８割を占めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

４.その他 法人所有、建物が共有 等 ４.その他 会社所有 等 

問 3 

2件(1.5%)

12件(9%)

0件(0%)

42件

(31.3%)

78件

(58.2%)

無回答

4. その他

3. 相続等により権利者等が複雑

のためわからない

2. ２人以上

1. １人

ｎ＝134件

平成28年度

0件(0%)

4件(9.5%)

0件(0%)

12件

(28.6%)

26件

(61.9%)

無回答

4. その他

3. 相続等により権利者等が複雑

のためわからない

2. ２人以上

1. １人

ｎ＝42件

令和４年度

14件

(10.4%)

59件(44%)

39件

(29.1%)

12件(9%)

6件(4.5%)

3件(2.2%)

1件(0.7%)

無回答

6. ７０歳以上

5. ６０代

4. ５０代

3. ４０代

2. ３０代

1. ２９歳以下

ｎ＝134件

平成28年度

0件(0%)

21件(50%)

13件(31%)

5件

(11.9%)

3件(7.1%)

0件(0%)

0件(0%)

無回答

6. ７０歳以上

5. ６０代

4. ５０代

3. ４０代

2. ３０代

1. ２９歳以下

ｎ＝42件

令和４年度

問 2 
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建築時期はいつごろですか。（問 1で 1～4を選択した人のみ） 

平成 28 年度では、「昭和 40 年以前」が最も多く 53 件（39.8％）、次いで
「昭和 41年～昭和 55年」が多く 39件（29.3％）と、7割近くが昭和 55年以
前（築 36年以上）となっている。令和４年度では、「昭和４０年以前」が最も多
く 18件（42.9％）、次いで「昭和４１年～昭和５５年」が多く 11件（26.2％）
で、7割近くが昭和５５年以前（築３６年以上）となっている。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、建物を使用（利用を含む。）していますか。（問１で 1～4 を選
択した人のみ） 

使用の有無について質問を行ったところ、平成 28年度では、「使用している」
が 70件（52.6％）、「使用していない、空家である」が 53件（39.8％）であっ
た。令和 4年度では、「使用していない、空家である」が 23件（54.8％）、「使
用している」が 18件（42.9％）であった。 

 
 
 
 
 
 

  

建物の使用状況について 

問 5 

13件

(9.8%)

18件

(13.5%)

2件(1.5%)

8件(6%)

39件

(29.3%)

53件

(39.8%)

無回答

5.わからない

4.平成１２年以降

3.昭和５６年～平成１１年

2.昭和４１年～昭和５５年

1.昭和４０年以前

ｎ＝133件

平成28年度

0件(0%)

8件(19%)

0件(0%)

5件

(11.9%)

11件

(26.2%)

18件

(42.9%)

無回答

5.わからない

4.平成１２年以降

3.昭和５６年～平成１１年

2.昭和４１年～昭和５５年

1.昭和４０年以前

ｎ＝42件

令和４年度

8件(6%)

2件(1.5%)

70件

(52.6%)

53件

(39.8%)

無回答

3.わからない

2.使用している

1.使用していない、空家である

ｎ＝133件

平成28年度

1件(2.4%)

0件(0%)

18件

(42.9%)

23件

(54.8%)

無回答

3.わからない

2.使用している

1.使用していない、空家である

ｎ＝42件

令和４年度

問 4 
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建物を使用しなくなった時期は何年前ですか。（問 5 で「建物を使用
していない、空家である」を選択した人のみ） 

平成 28年度では、「1年～5年」が最も多く 23件（43.4％）であった。また、
「6年～10年」が 12件（22.6％）、「10年以上前」が 12件（22.6％）と続い
ており、6年以上使用していない状態にある建物が 24件で 4割台半ばを占めて
いる。 
一方、令和４年度では、「１０年以上前」が 13件（56.5％）であった。また、

「６年～１０年」が 5件（21.7％）、と続いており、６年以上使用していない状
態にある建物が 18件で 8割弱を占めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0件(0%)

3件(5.7%)

12件

(22.6%)

12件

(22.6%)

23件

(43.4%)

3件(5.7%)

無回答

5. わからない

4. １０年以上前

3. ６年～１０年

2. １年～５年

1. １年未満

ｎ＝53件

平成28年度

1件(4.3%)

2件(8.7%)

13件

(56.5%)

5件

(21.7%)

1件(4.3%)

1件(4.3%)

無回答

5. わからない

4. １０年以上前

3. ６年～１０年

2. １年～５年

1. １年未満

ｎ＝23件

令和４年度

問 6 
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建物を使用していない理由はなんですか。（問 5 で「建物を使用して
いない、空家である」を選択した人のみ） 

平成 28 年度では、「相続したが他に自分の家があるため」が最も多く 15 件、
次いで「近々に取り壊す予定のため」「賃借人が退去したため」が同数で 12件、
「老朽化して使用できないため」が 9件と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4 年度では、「相続したが他に自分の家があるため」が最も多く 10 件、
次いで「賃借人が退去したため」が 6件、「近々に取り壊す予定のため」が 3件
と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1件(3.7%)

0件(0%)

3件(11.1%)

1件(3.7%)

1件(3.7%)

3件(11.1%)

0件(0%)

6件(22.2%)

2件(7.4%)

0件(0%)

0件(0%)

0件(0%)

10件(37%)

無回答

12. わからない

11. その他

10. 固定資産税など税制上の理由で取り壊しを控えているため

9. 老朽化して使用できないため

8. 近々に取り壊す予定のため

7. 近々に売却が決まっているため

6. 賃借人が退去したため

5. 別の建物へ転居したため

4. 建替え、増築・修繕など工事で一時的に退去しているため

3. 入院等により長期不在にしているため

2. 転勤等で長期不在にしているため

1. 相続したが他に自分の家があるため

ｎ＝27件

令和４年度

11.その他 修繕予定、解体工事中、売却予定だが再建築不可で難航、がけがあり危険なため 等 

11.その他 借地であるため、共有持ち分の取得が難航 等 

問 7 

複数選択可 

1件(1.3%)

2件(2.6%)

12件(15.8%)

2件(2.6%)

9件(11.8%)

12件(15.8%)

2件(2.6%)

12件(15.8%)

4件(5.3%)

1件(1.3%)

4件(5.3%)

0件(0%)

15件(19.7%)

無回答

12. わからない

11. その他

10. 固定資産税など税制上の理由で取り壊しを控えているため

9. 老朽化して使用できないため

8. 近々に取り壊す予定のため

7. 近々に売却が決まっているため

6. 賃借人が退去したため

5. 別の建物へ転居したため

4. 建替え、増築・修繕など工事で一時的に退去しているため

3. 入院等により長期不在にしているため

2. 転勤等で長期不在にしているため

1. 相続したが他に自分の家があるため

ｎ＝76件

平成28年度
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建物をどのように使用していますか。（問 5で「建物を使用している」
を選択した人のみ） 

平成 28 年度では、「物置・倉庫として利用」が 30 件（35.7％）、次いで
「自宅・住宅として使用」が 25件（29.8％）、「賃貸住宅として利用」が 10
件（11.9％）であった。令和 4 年度では、「自宅・住宅として使用」が 7 件
（38.9％）、「物置・倉庫として利用」が 4件（22.2％）と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

建物の使用頻度はどのくらいですか。（問 5で「建物を使用している」
を選択した人のみ） 

平成 28年度では、「週に１回以上」が 26件（37.1％）、「月に１回以上」が 7
件、「１年に数回」が 4件（5.7％）と続いている。令和 4年度では、「週に１回
以上」が 5件（27.8％）、「月に１回以上」が 2件と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

問 9 

5.その他 作業場、会社、事務所、校舎、学校行事、車

庫、アトリエ 等 

5.その他 会社、賃貸倉庫 等 

0件(0%)

15件

(17.9%)

30件

(35.7%)

10件

(11.9%)

4件(4.8%)

25件

(29.8%)

無回答

5. その他

4. 物置・倉庫として利用

3. 賃貸住宅として利用

2 .週末や休暇時に利用

1. 自宅・住宅として使用

ｎ＝84件

平成28年度

6.その他 毎日、随時、用事があるとき 等 6.その他 毎日、常時 等 

0件(0%)

3件

(16.7%)

4件

(22.2%)

2件

(11.1%)

2件

(11.1%)

7件

(38.9%)

無回答

5. その他

4. 物置・倉庫として利用

3. 賃貸住宅として利用

2 .週末や休暇時に利用

1. 自宅・住宅として使用

ｎ＝18件

令和４年度

18件

(25.7%)

12件

(17.1%)

1件(1.4%)

4件(5.7%)

2件(2.9%)

7件(10%)

26件

(37.1%)

無回答

6. その他

5. 数年に１回

4. １年に数回

3. ２～３ヶ月に１回

2. 月に１回以上

1. 週に１回以上

ｎ＝70件

平成28年度

2件

(11.1%)

7件

(38.9%)

0件(0%)

1件(5.6%)

1件(5.6%)

2件

(11.1%)

5件

(27.8%)

無回答

6. その他

5. 数年に１回

4. １年に数回

3. ２～３ヶ月に１回

2. 月に１回以上

1. 週に１回以上

ｎ＝18件

令和４年度

問 8 
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維持管理を定期的に行っていますか。※維持管理とは、「点検・修繕・
清掃」などをさします。（問 5で 1または 2を選択した人のみ） 

平成 28年度では、「行っている」が 101件（80.8％）、「行っていない」が 19
件（15.2％）であった。令和 4 年度では、「行っている」が 32 件（78.0％）、
「行っていない」が 7件（17.1％）であった。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

維持管理を誰が行っていますか。（問 10 で「維持管理を行っている」
を選択した人のみ） 

平成 28年度では、「自ら管理している」が最も多く 77件（74.0％）、次いで
「不動産業者等に管理を依頼している」が 14件（13.5％）であった。令和４年
度では、「自ら管理している」が最も多く 26件（81.3％）、次いで「不動産業者
等に管理を依頼している」が 3件（9.4％）であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

問 11 

４.その他 親族（兄弟、娘）、成年後見人、造園業者、警

備会社 等 

5件(4%)

19件

(15.2%)

101件

(80.8%)

無回答

2. 行っていない

1. 行っている

ｎ＝125件

平成28年度

2件(4.9%)

7件

(17.1%)

32件(78%)

無回答

2. 行っていない

1. 行っている

ｎ＝41件

令和４年度

2件(1.9%)

11件

(10.6%)

14件

(13.5%)

0件(0%)

77件(74%)

無回答

4. その他

3. 不動産業者等に管理

を依頼している

2. 近隣住民や町会に依

頼している

1. 自ら管理している

ｎ＝104件

平成28年度

0件(0%)

3件(9.4%)

3件(9.4%)

0件(0%)

26件

(81.3%)

無回答

4. その他

3. 不動産業者等に管理

を依頼している

2. 近隣住民や町会に依

頼している

1. 自ら管理している

ｎ＝32件

令和４年度

問 10 

４.その他 親戚、妹 等 



新宿区空家等対策計画 

34 

維持管理の頻度はどのくらいですか。（問 10で「維持管理を行ってい
る」を選択した人のみ） 

平成 28 年度は、「週に１回以上」29 件（28.7％）、「月に１回以上」22 件
（21.8％）、「１年に数回」17件（16.8％）、「2～3ヶ月に１回」14件（13.9％）、
令和 4年度は、「月に１回以上」11件（34.4％）、「１年に数回」7件（21.9％）、
「週に１回以上」及び「数年に１回」が 4件（12.5％）と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

維持管理の内容はなんですか。（問 10で「維持管理を行っている」を
選択した人のみ） 

平成 28年度は、「両方を行っている」45件（42.9％）、「建物の管理を行って
いる」31件（29.5％）、「外部の見回り等を行っている」14件（13.3%）、令和
４年度は、「両方を行っている」13件（40.6％）、「外部の見回り等を行っている」
9件（28.1%）、「建物の管理を行っている」5件（15.6％）と続いている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

問 13 

6件(5.9%)

11件

(10.9%)

2件(2%)

17件

(16.8%)

14件

(13.9%)

22件

(21.8%)

29件

(28.7%)

無回答

6. その他

5. 数年に１回

4. １年に数回

3. ２～３ヶ月に１回

2. 月に１回以上

1. 週に１回以上

ｎ＝101件

平成28年度

0件(0%)

3件(9.4%)

4件

(12.5%)

7件

(21.9%)

3件(9.4%)

11件

(34.4%)

4件

(12.5%)

無回答

6. その他

5. 数年に１回

4. １年に数回

3. ２～３ヶ月に１回

2. 月に１回以上

1. 週に１回以上

ｎ＝32件

令和４年度

６.その他 毎日、親族等に任せている、必要に応じて 等 

6件(5.7%)

9件(8.6%)

45件

(42.9%)

14件

(13.3%)

31件

(29.5%)

無回答

4.その他

3.上記「１・２」の両方を行っている

2.外部の見回り、郵便の回収等、建物以

外の管理を行っている

1.建物の管理（建物の点検・修繕、水道

通水、屋内の通風等）を行っている

ｎ＝105件

平成28年度

0件(0%)

5件

(15.6%)

13件

(40.6%)

9件

(28.1%)

5件

(15.6%)

無回答

4.その他

3.上記「１・２」の両方を行っている

2.外部の見回り、郵便の回収等、建物以

外の管理を行っている

1.建物の管理（建物の点検・修繕、水道

通水、屋内の通風等）を行っている

ｎ＝32件

令和４年度

問 12 

４.その他 害虫発生予防のため月に１回家の中に薬をま

く、倉庫の品物出し入れのためその都度、外部

は見回り・内部はセンサー 等 
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敷地内にある樹木の剪定、雑草の刈り込みを行っていますか。（問 10
で「維持管理を行っている」を選択した人のみ） 

平成 28 年度は、「行っている」が 74 件（73.3％）、「行っていない」が 9 件
（8.9％）、令和４年度は、「行っている」が 25 件（78.1％）、「行っていない」
が 6件（18.8％）であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

問 10で「行っていない」と回答した理由はなんですか。（問 10で「維
持管理を行っていない」を選択した人のみ） 

平成 28年度は、「遠方に住んでおり維持管理ができない」が 4件（18.2%）、
「費用の問題で維持管理ができない」「高齢のため維持管理したくでもできない」
が各 2件（9.1%）、「権利者等が複数のため維持管理が困難である」が 1件（４.
５％）、令和４年度は、「費用の問題で維持管理ができない」が 3 件（37.5％）、
次いで「遠方に住んでおり維持管理ができない」「高齢のため維持管理したくで
もできない」が各 2件（25.0%）と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

問 15 

複数選択可 

5.その他 解体中、解体予定、賃借人が管理していない、

売却予定、親族が行っている 等 

18件

(17.8%)

9件(8.9%)

74件

(73.3%)

無回答

2. 行っていない

1. 行っている

ｎ＝101件

平成28年度

1件(3.1%)

6件

(18.8%)

25件

(78.1%)

無回答

2. 行っていない

1. 行っている

ｎ＝32件

令和４年度

0件(0%)

13件

(59.1%)

1件(4.5%)

2件(9.1%)

2件(9.1%)

4件

(18.2%)

無回答

5.その他

4.権利者等が複数のため維持

管理が困難

3.高齢のため維持管理したく

てもできない

2.費用の問題で維持管理がで

きない

1.遠方に住んでおり維持管理

ができない

ｎ＝22件

平成28年度

0件(0%)

1件

(12.5%)

0件(0%)

2件(25%)

3件

(37.5%)

2件(25%)

無回答

5.その他

4.権利者等が複数のため維持

管理が困難

3.高齢のため維持管理したく

てもできない

2.費用の問題で維持管理がで

きない

1.遠方に住んでおり維持管理

ができない

ｎ＝8件

令和４年度

問 14 
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建物についてなにか困っていることはありますか。（問５で１または
２を選択した人のみ） 

平成 28年度は、「特に困っていることはない」が 70件、「改修（リフォーム）
などをしたいが資金不足である」が 17 件、「借り手・買い手がつかない」が 7
件、令和４年度は、「特に困っていることはない」が 25件、「改修（リフォーム）
などをしたいが資金不足である」が 6件と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

建物を使用する上での課題について 

問 16 

複数選択可 

12件

(8.8%)

22件

(16.2%)

4件(2.9%)

4件(2.9%)

17件

(12.5%)

7件(5.1%)

70件

(51.5%)

無回答

6.その他

5.近隣から建物及び使用状況

について苦情がある

4.取り壊したいが資金不足で

ある

3.改修（リフォーム）したいが資

金不足である

2.借り手・買い手がつかない

1.特に困っていることはない

ｎ＝136件

平成28年度

3件(6.7%)

9件(20%)

1件(2.2%)

1件(2.2%)

6件

(13.3%)

0件(0%)

25件

(55.6%)

無回答

6.その他

5.近隣から建物及び使用状況

について苦情がある

4.取り壊したいが資金不足で

ある

3.改修（リフォーム）したいが資

金不足である

2.借り手・買い手がつかない

1.特に困っていることはない

ｎ＝45件

令和４年度

6.その他 再建築ができない（接道義務等）、隣の家とつな

がっていて（近接していて）解体が難しい、共有

で主が施設へ入居中 等 

6.その他 建替えたいが地主が問題 地主がわからない 等 
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建物等の状態はどうですか。（問 5 で 1 または 2 を選択した人のみ） 

平成 28年度は、「使用できる状態である、問題ない」が 70件、「外壁の破損、
崩れがみられる」が 20件、「屋根の瓦のずれやトタン板にはがれがある」が 11
件、「ベランダ・雨戸などの崩れが見られる」が 7件、令和４年度は、「使用でき
る状態である、問題ない」が 16 件、「屋根の瓦のずれやトタン板にはがれがあ
る」が 10件と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10件

(6.8%)

13件

(8.8%)

6件(4.1%)

6件(4.1%)

4件(2.7%)

7件(4.8%)

11件

(7.5%)

20件

(13.6%)

70件

(47.6%)

無回答

8.その他

7.把握していない、わからない

6.樹木の剪定・雑草の刈り込みが

できていない

5.塀に破損や傾きがある

4.ベランダ・雨戸などの崩れが見ら

れる

3.屋根の瓦のずれやトタン板にはが

れがある

2.外壁の破損、崩れが見られる

1.使用できる状態である、問題ない

ｎ＝147件

平成28年度

2件(3.4%)

4件(6.9%)

6件

(10.3%)

3件(5.2%)

5件(8.6%)

5件(8.6%)

10件

(17.2%)

7件

(12.1%)

16件

(27.6%)

無回答

8.その他

7.把握していない、わからない

6.樹木の剪定・雑草の刈り込みが

できていない

5.塀に破損や傾きがある

4.ベランダ・雨戸などの崩れが見ら

れる

3.屋根の瓦のずれやトタン板にはが

れがある

2.外壁の破損、崩れが見られる

1.使用できる状態である、問題ない

ｎ＝58件

令和４年度

問 17 

複数選択可 

8.その他 雨漏りがある、傾きがある、がけが危険 等 8.その他 全体的に老朽化、台所の床が抜けている 等 
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建替えや改修（リフォーム）の予定はありますか。（問 5で 1または
2を選択した人のみ） 

平成 28 年度は、「建替えまたは改修を行う予定はない」が最も多く 67 件
（54.0％）、「２～３年以内に建替えまたは修繕を行う予定である」が 20 件
（16.1％）、「１年位以内に建替えまたは改修を予定している」が 16件（12.9％）
と続いている。 
令和４年度は、「建替えまたは改修を行う予定はない」が最も多く 23 件

（56.1％）、「１年位以内に建替えまたは改修を予定している」が 7件（17.1％）
「２～３年以内に建替えまたは修繕を行う予定である」が 6 件（14.6％）と続
いている。 

 
 
 
 
 

  

問 18 

21件

(16.9%)

67件(54%)

20件

(16.1%)

16件

(12.9%)

無回答

3. 建替えまたは改修を行う予

定はない

2. ２～３年以内に建替えまた

は改修を行う予定である

1. １年位以内に建替えまたは

改修を予定している

ｎ＝124件

平成28年度

5件

(12.2%)

23件

(56.1%)

6件

(14.6%)

7件

(17.1%)

無回答

3. 建替えまたは改修を行う予

定はない

2. ２～３年以内に建替えまた

は改修を行う予定である

1. １年位以内に建替えまたは

改修を予定している

ｎ＝41件

令和４年度
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建物が空家になった場合または空家である場合に、空家を利活用する
意向はありますか。（問 5で 1～3を選択した人のみ） 

平成 28 年度は、「ある（自らの居住等含む。）」「ない」が最も多く各 41 件
（31.5％）、「条件次第で利活用を考えたい」が 21件（16.2％）と続いている。 
令和４年度は、「ない」が最も多く各 16 件（39.0％）、「ある（自らの居住等

含む。）」が 12件（29.3％）、「条件次第で利活用を考えたい」が 9件（22％）と
続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

空家の利活用の意向について 

問 19 

27件

(20.8%)

41件

(31.5%)

21件

(16.2%)

41件

(31.5%)

無回答

3.ない

2.条件次第で利活用を考えた

い

1.ある（自らの居住等を含

む。）

ｎ＝130件

平成28年度

4件(9.8%)

16件(39%)

9件(22%)

12件

(29.3%)

無回答

3.ない

2.条件次第で利活用を考えた

い

1.ある（自らの居住等を含

む。）

ｎ＝41件

令和４年度
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どんな利活用を考えていますか。（問 19 で 1 または 2 を選択した人
のみ） 

平成 28年度は、「賃貸住宅として貸し出したい」が最も多く 19件（24.4％）、
そのほか「子供や家族に使用させたい」が 17件（21.8％）、「自らの居住のため
に使用したい」が 12件（15.4％）、「土地・建物を売却したい」が 11件（14.1％）
と続いている。 
令和４年度は、「子供や家族に使用させたい」、「自らの居住のために使用した

い」が各５件（17.9％）、「賃貸住宅として貸し出したい」が 4 件（14.3％）と
続いている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

2件(2.6%)

5件(6.4%)

0件(0%)

4件(5.1%)

11件

(14.1%)

0件(0%)

19件

(24.4%)

17件

(21.8%)

8件

(10.3%)

12件

(15.4%)

無回答

9.その他

8.建物を取り壊して公共用地（公園

等）として区に使用してもらいたい

7.建物を取り壊して、さら地にしたい

6.土地・建物を売却したい

5.町会活動やボランティアなど地域

活動のために貸し出したい

4.賃貸住宅として貸し出したい

3.子供や家族に使用させたい

2.自らの所有物を保管するために

使用したい（物置として等）

1.自ら居住のために使用したい

ｎ＝78件

平成28年度

1件(3.6%)

4件

(14.3%)

0件(0%)

2件(7.1%)

3件

(10.7%)

1件(3.6%)

4件

(14.3%)

5件

(17.9%)

3件

(10.7%)

5件

(17.9%)

無回答

9.その他

8.建物を取り壊して公共用地（公園

等）として区に使用してもらいたい

7.建物を取り壊して、さら地にしたい

6.土地・建物を売却したい

5.町会活動やボランティアなど地域

活動のために貸し出したい

4.賃貸住宅として貸し出したい

3.子供や家族に使用させたい

2.自らの所有物を保管するために

使用したい（物置として等）

1.自ら居住のために使用したい

ｎ＝28件

令和４年度

問 20 

複数選択可 

9.その他 貸店舗として貸出予定、再建築不可で悩んでい

る 等 

9.その他 各種土地利用したい 等 
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利活用する上でどんな条件がありますか。（問 19 で 1 または 2 を選
択した人のみ） 

平成28年度は、「十分な利益が確保できれば利活用したい」が最も多く17件、
次いで「特にない」が 16件、そのほか「建物の改修費用も目途が立てば利活用
したい」が 15件、「良い借り手が見つかれば利活用したい」が 12件と続いてい
る。 
令和４年度は、「特にない」が 9件、そのほか「建物の改修費用も目途が立て

ば利活用したい」が 7件と続いている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

5件(6.8%)

7件(9.6%)

16件

(21.9%)

1件(1.4%)

17件

(23.3%)

12件

(16.4%)

15件

(20.5%)

無回答

6.その他

5.特にない

4.貸し出す期間を限定し、期間終了後は

自分で利用できるなら利活用したい

3.十分な利益が確保できれば利活用した

い

2.良い借り手が見つかれば利活用したい

1.建物の改修費用の目途が立てば利活

用したい

ｎ＝73件

平成28年度

1件(3.7%)

4件

(14.8%)

9件

(33.3%)

2件(7.4%)

2件(7.4%)

2件(7.4%)

7件

(25.9%)

無回答

6.その他

5.特にない

4.貸し出す期間を限定し、期間終了後は

自分で利用できるなら利活用したい

3.十分な利益が確保できれば利活用した

い

2.良い借り手が見つかれば利活用したい

1.建物の改修費用の目途が立てば利活

用したい

ｎ＝27件

令和４年度

6.その他 近隣との係争の解決 等 ６.その他 子供との話し合い、採算性 等 

問 21 

複数選択可 
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利活用する上で区に期待したい支援などはありますか。（問 19で 1ま
たは 2を選択した人のみ） 

平成 28年度は、「改修（リフォーム）などの工事、取り壊しにかかる費用の一
部を助成してほしい」が突出して多く 24件、令和４年度は 12 件であった。次
いで「改修（リフォーム）や維持管理に詳しい建築・不動産の専門家を紹介して
ほしい」「建物の耐震性の診断など耐震に関する支援をしてほしい」が平成 28年
度は各 7件、令和４年度は各 3件となっている。さらに、「相続について事前相
談できる法律の専門家を紹介してほしい」は、平成 28年度が 7件、令和４年度
が 2件と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

20件(24.4%)

7件(8.5%)

2件(2.4%)

2件(2.4%)

24件(29.3%)

7件(8.5%)

7件(8.5%)

4件(4.9%)

2件(2.4%)

7件(8.5%)

無回答

9.その他

8.町会やボランティアなど地域活動に貢献できる仕組みをつくってほ

しい

7.空家の所有者に向けたセミナー等を開催してほしい

6.改修(リフォーム)などの工事、取り壊しにかかる費用の一部を助成

してほしい

5.建物の耐震性の診断など耐震に関する支援をしてほしい

4.相続について事前相談できる法律の専門家を紹介してほしい

3.融資などに明るい金融・不動産の専門家を紹介してほしい

2.管理代行サービスを行っている事業者等を紹介してほしい

1.改修(リフォーム)や維持管理に詳しい建築・不動産の専門家を紹

介してほしい

ｎ＝82件

平成28年度

4件(13.8%)

3件(10.3%)

0件(0%)

2件(6.9%)

12件(41.4%)

3件(10.3%)

2件(6.9%)

0件(0%)

0件(0%)

3件(10.3%)

無回答

9.その他

8.町会やボランティアなど地域活動に貢献できる仕組みをつくってほ

しい

7.空家の所有者に向けたセミナー等を開催してほしい

6.改修(リフォーム)などの工事、取り壊しにかかる費用の一部を助成

してほしい

5.建物の耐震性の診断など耐震に関する支援をしてほしい

4.相続について事前相談できる法律の専門家を紹介してほしい

3.融資などに明るい金融・不動産の専門家を紹介してほしい

2.管理代行サービスを行っている事業者等を紹介してほしい

1.改修(リフォーム)や維持管理に詳しい建築・不動産の専門家を紹

介してほしい

ｎ＝29件

令和４年度

9.その他 建替えできるようにしてほしい 

問 22 

複数選択可 

9.その他 特になし 等 
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空家を利活用するつもりがない理由はなんですか。（問 19で「利活用
するつもりがない」を選択した人のみ） 

平成28年度は、「建替え・売却が決まっているから」が最も多く8件（19.0％）、
そのほか「他人に貸し出したくないから」が 6件（14.3％）、「資産として保有し
たいから」が 5件（11.9%）、「将来使用する予定があるから」が 3件（7.1％）
と続いている。また、「その他」が 17件（40.5％）と高い比率となっている。 
令和４年度は、「他人に貸し出したくないから」、「将来使用する予定があるか

ら」が各 3件となっている。また、「その他」が 8件（44.4％）と高い比率とな
っている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

問 23 

６.その他 いずれ売却する予定、借地であるため、取り壊

し予定のため、使用できる広さがない、がけの危

険がある、道路が狭く車も入らないため、街作り

事業中のため 等 

3件(7.1%)

17件

(40.5%)

0件(0%)

3件(7.1%)

6件

(14.3%)

8件(19%)

5件

(11.9%)

無回答

6.その他

5.利活用の具体的な方法や

手順がわからないから

4.将来使用する予定があるか

ら

3.他人に貸し出したくないから

2.建替え・売却が決まっている

から

1.資産として保有したいから

ｎ＝42件

平成28年度

1件(5.6%)

8件

(44.4%)

2件

(11.1%)

3件

(16.7%)

3件

(16.7%)

1件(5.6%)

0件(0%)

無回答

6.その他

5.利活用の具体的な方法や

手順がわからないから

4.将来使用する予定があるか

ら

3.他人に貸し出したくないから

2.建替え・売却が決まっている

から

1.資産として保有したいから

ｎ＝18件

令和４年度

６.その他 売却予定 借地なので人に貸せない 

複数選択可 
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問 24から問 28までの設問は、令和 4年度調査で新たに尋ねたものです。 

新宿区では空家対策のため相談会を設置していますが、利用する予定
はありますか。（問１で 1～４を選択した人のみ ） 

「ない」が 26 件で突出している。そのほか「条件次第で利活用を考えたい」
が 11件と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

どんな利用を考えていますか。（問２４で１、２を選択した人のみ） 

 
「相続や登記のことで司法書士に相談したい」が５件である。 
また、「その他」が 4件と高い比率となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

問 24 

問 25 

1件(6.3%)

4件(25%)

2件(12.5%)

2件(12.5%)

5件(31.3%)

2件(12.5%)

無回答

5.その他

4.売買や賃貸などのことで不動産の専門家に

相談したい

3.建替えや解体のことで建築士に相談したい

2.相続や登記のことで司法書士に相談したい

1.借地や共有財産など民法に関わることで弁

護士に相談したい

ｎ＝16件

令和４年度

複数選択可 

５.その他 建物所有者に確認 等 

3件(7.1%)

26件(61.9%)

11件(26.2%)

2件(4.8%)

無回答

3.ない

2.条件次第で利活用を考えたい

1.ある（自らの居住等含む。）

ｎ＝42件

令和４年度
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利用する上でどんな条件がありますか。（問２４で１、２を選択した人
のみ ） 

「特にない」が８件で突出している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年４月より不動産（土地・建物）の相続登記が義務化されます
が、この制度改正をご存じですか。（問１で１から４を選択した人の
み ） 

「全く知らない」が 14件で、聞いたことがあるがよく知らないが 11 件で、
半数以上が制度改正を詳しく知らない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

問 27 

2件(4.8%)

14件(33.3%)

11件(26.2%)

10件(23.8%)

5件(11.9%)

無回答

4.全く知らない

3.聞いたことがあるがよく知らない

2.大体知っている

1.詳しく知っている

ｎ＝42件

令和４年度

問 26 

５.その他 困難物件の売買に対応する不動産業者の紹介 

0件(0%)

2件(15.4%)

8件(61.5%)

1件(7.7%)

2件(15.4%)

0件(0%)

無回答

5.その他

4.特にない

3個別相談ではなくセミナーを開催してほしい

2.空家を見ながら現地で相談したい

1.オンライン（ビデオ通話）で相談したい

ｎ＝13件

令和４年度
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相続登記の手続きをすることになった場合、区に期待する支援はあり
ますか。（問１で１から４を選択した人のみ ） 

「特にない」が 25件で突出している。そのほか、「個別相談会の実施」やホー
ムページに問い合わせ先を掲載が各７件あった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

複数選択可 

問 28 

5件(10%)

1件(2%)

25件(50%)

7件(14%)

5件(10%)

7件(14%)

無回答

5.その他

4.特にない

3.区ホームページに問い合わせや相談先を掲

載

2.セミナー・講演会の実施

1.司法書士等の専門家との個別相談会の実施

ｎ＝50件

令和４年度
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 ３ 区の空家等の現状と考察 
 

 
（１）空家の状況 

＜平成 28年度調査から令和４年度調査で引き続き空家だった棟数＞ 

①平成 28 年度の空家棟数は 441 棟で令和４年度の調査では 182 棟と６割程度
が解体や居住化するなど空家状態ではなくなっている。 

②空家 182棟のうち、「老朽化が著しい・一部損傷あり」が 13棟、「損傷が著し
い」が 3棟、合計で 16棟である。 

 

＜建物に関する状況＞ 

③用途別の空家棟数及び空家率 
・空家の 182棟を用途別にみると、「戸建て」が 112棟（62％）と一番多く、次
いで「アパート」が 32棟（18％）、「店舗兼住宅」が 25 棟（14％）、「長屋」
が 1棟（1％未満）となり、住居系の建物用途が、計 352棟（93％）と大部分
を占めている。 

④建築年次別の空家棟数及び空家率 
・空家の 182棟の中で登記簿に記載のある 35棟のうち、「昭和 46年以前」の建
物 17棟（48％）、「昭和 47年～昭和 56年」が９棟（25％）であり、これらを
合わせた「昭和 56 年以前の建物」が 26 棟（74％）と、７割以上を占めてい
る。 

 

＜接道の状況＞ 

⑤前面道路の幅員別の空家棟数及び空家率 
・空家の敷地の前面道路の接道状況（前面道路の幅員）は、「2m～4m」が 95棟
（52％）で過半数を占め、次いで「2m 未満」が 60 棟（33％）で、8 割以上
が細街路に面している。 

⑥道路に接する間口別の空家棟数及び空家率 
・空家の敷地が道路に接する長さ（間口）は、「4m 以上」が 106 棟（58％）と

現地調査の結果 
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過半数を占めている。 
・一方、「2m未満」の建築基準法の接道要件を満たしていない敷地が 30棟（16％）
存在する。 

 

（２）ごみ屋敷等の状況 

＜区内のごみ屋敷等の状況＞ 

①居住中の建物で、敷地内に廃棄物等が堆積している「ごみ屋敷」が、４棟であ
り、また、建物の損傷は、４棟全てが軽度以下の状況であることが判明した。 

②この他、雑草繁茂や廃棄物等維持管理が適切に行われていない「空地」が 3敷
地あることが判明した。 

 

 

＜建物・土地の所有形態について＞ 

①建物・土地を自身が所有しているとする回答が６割台半ばと最も多い。 
②所有者等の年齢は、60歳以上が 8割と最も多い。 
 

＜建物の使用状況について＞ 

③昭和 55年以前に建てられた建物が約 7割である。 
④建物を使用しなくなった時期について、10 年以上前とする回答が 5 割台半ば
と最も多く、６年以上使用していない状態にある建物が 7割台半ばである。 

⑤使用しなくなった理由として、相続したが他に自分の家があるが 10 件（賃借
人が退去したためが 6件）と最も多い。 

⑥建物の維持管理について、維持管理を行っている建物が約 8割と最も多く、維
持管理を行っていない建物が 1割台半ばである。 

 

＜建物を使用する上での課題について＞ 

⑦特に困っていることはないとする回答が 5割強と最も多い。 
⑧建物の状態について、使用できる状態であるとする回答が３割弱と最も多い。 
⑨建替えや改修の予定について、予定はないとする回答が 5割台半ばと最も多い。 

アンケート調査の結果 
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＜空家の利活用の意向について＞ 

⑩[建物の利活用]について、3割弱の方が何らかの利活用を考えている。 
⑪[利活用の方法]については、自ら居住のために使用したい、子供や家族に使用
させたいとする回答が各 2割弱と最も多い。 

 
 

 

＜現地調査の考察＞ 

〇老朽化が著しい空家、ごみ屋敷及び適切に管理されていない空地については、
改善指導の徹底を図るとともに、「新宿区空き家等適正管理審査会」に基づく必
要な措置を講ずるなど、早期の問題解決に取り組む必要があります。 

〇築年数が約 40 年以上経過した空家が多くを占め、老朽化の進行による管理不
全な状態につながる恐れが懸念されることから、未然に防ぐ方策を講じる必要
があります。 

〇道路に接する間口が「2m 未満」の建築基準法の接道要件を満たしていない敷
地が存在しています。建て替えできないまま老朽化することを防ぐため、建築
基準法の緩和措置の活用など、方策を講じる必要があります。 

 

＜アンケート調査の考察＞ 

〇所有者の多くが、維持管理を定期的に行い、ある程度適切な管理がなされてい
ると推察されることから、引き続き所有者に対して、空家の適正な管理責任の
意識継続について働きかけるとともに、更なる向上を図るための周知啓発が必
要です。 

〇約 3割の方が利活用の意向があり、区に期待する支援については、「改修などの
工事、取り壊しにかかる費用の一部の助成」、「改修や維持管理に詳しい建築・
不動産の専門家の紹介」、「相続について事前相談できる法律の専門家の紹介」、
「建物の耐震に関する支援」、「融資などに明るい金融・不動産の専門家の紹介」
がありました。今後、法律、建築、不動産、金融など専門分野からの支援につ
いて検討する必要があります。 

 

考察 
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第３章 新宿区におけるこれまでの対応 

 

 新宿区の取組み状況 
 

（１）条例に基づく管理不全な空家等への対応 
新宿区では、空家等の適正管理を促進するため、平成 25年 10 月に「新宿区空き

家等の適正管理に関する条例」を施行し、取組みを進めています。 
この条例が対象としているものは以下のとおりです。 
 

 
対象 状態 

管理不全な空家 次のいずれかの状態にある区内の空家（＊
1） 
・老朽化等のために倒壊し、又は建築材等
が飛散するおそれがある状態 

・不特定の者が侵入して火災を発生させ、
又は犯罪を起こすおそれがある状態 

管理不全な土地・建物（ごみ屋敷） みだりに収集・放置された廃棄物（＊2）に
より、次のいずれかの状態にある区内の土
地・建物 
・火災を発生させ、又は飛散する等により
通行人等に危害を及ぼすおそれがある状
態 

・悪臭、害虫等の発生その他廃棄物に起因
して周辺住民の生活環境に著しい障害を
及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態 

＊１ 空家：建物その他の工作物で、常時無人の状態又はこれに類する状態にあるもの 
＊２ 廃棄物：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第２条第１項に規定する廃棄物としま

す。（例 ごみ、粗大ごみ、汚泥、ふん尿、廃油等）  

条例の対象 
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近隣にこれらの管理不全な空家等がある際に、区民等からの連絡・相談を受けて、
適切な対応を行います。まず区職員が現場を確認し、必要に応じて聞き取りを行いま
す。そして、所有者等（空家等を所有・占有・管理する者）に改善を求めます。 
また、空き家等条例により、管理不全な状態か否かを判断するための調査、管理不

全な空家等の所有者等を把握するための調査も行うほか、以下の対応を行うことがで
きます。 

 
対応 内容 

助言、指導 
管理不全な空家等の所有者等に対し、管理不全な状態を解消す
るために必要な措置を講ずるよう助言及び指導を行う 

勧告 
管理不全な空家等の所有者等に対し、助言・指導に従わないと
きには、期間を定めて、同様の措置を講ずるよう勧告を行う 

命令 
勧告を受けた者が正当な理由なく従わないときは、期間を定め
て、必要な措置を講ずるよう命令を行う 

公表 
命令を受けた者が正当な理由なく従わないときは、所有者等の
氏名等の必要な事項を公表する 

代執行 
命令を受けた者が従わないときは、行政代執行法による代執行
を行う 

 

 
区長は、管理不全な状態に該当するか否かの判断や、これらを改善・解消するため

の命令・代執行の実施に際し、学識経験者、建築・法律等の専門家、関係行政機関、
町会等の地域団体の構成員、区職員等からなる「新宿区空き家等適正管理審査会」を
開催し、意見を聴くものとされています。 
 
・開催実績 

 
H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

H28
年度 

H29
年度 

H30
年度 

R元
年度 

R2
年度 

R3
年度 

R4
年度 

開催回数 ４回 ４回 ２回 ０回 1回 2回 1回 ０回 1回 1回 

 
 
 

対応の種類 

新宿区空き家等適正管理審査会 
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・審査会対象件数 
 審査会対象 解体による解決 改善 対応中 

件数 4件 １件 ２件 １件 

 

 

 
H21
年度 

H22
年度 

H23
年度 

H24
年度 

H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

H28
年度 

H29
年度 

H30
年度 

空家 2件 0件 3件 5件 9件 37件 61件 29件 32件 18件 

ごみ屋敷 0件 3件 3件 4件 5件 7件 12件 3件 0件 0件 

 

 
R元
年度 

R2
年度 

R3
年度 

R4
年度 

空家 16件 22件 9件 13件 

ごみ屋敷 0件 0件 0件 0件 

 
 管理不全な空家についての相談件数は、平成 21年度から平成 24年度までは年間

で数件でしたが、平成 25 年度から平成 27 年度にかけて空家問題の関心の高まりを
受けて相談件数は増加しましたが、近年は減少傾向です。 

 管理不全な土地・建物（ごみ屋敷）についての相談件数は、平成 21年度から平成
25年度まで年間で数件程度でしたが、平成 26年度は 7件、平成 27年度は 12件と
増加し、平成 28年度は 3件と減少しています。 

 
 

（２）木造住宅の不燃化建替え費用等への助成 
木造住宅密集地域等のうち地区計画の地区整備計画、新たな防火規制、防災再開発

促進地区または不燃化特区に指定されている地域において、木造住宅を耐火建築物・
準耐火建築物にする不燃化建替え工事費及び除却工事費（取り壊し）に対する助成を
行っています。 

 
対象者：建築物の所有者または所有者の承諾を得ている者（所有者が複数いる場合

は全員の承諾が必要） 
・個人の場合は、区市町村民税を滞納していないこと 

相談件数 
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・法人の場合は、中小企業者であること 
（宅地建物取引業者の場合は当該建築物や土地を販売の目的としないこと） 

助成額： 
【不燃化建替え工事に対する助成】 
○昭和 56年 5月 31日以前に着工されたものについて、 
補助対象事業費×3／4以内の額（上限額は 3,000,000円） 
○昭和 56年 6月 1日以降に着工されたものについて、 
補助対象事業費×3／4以内の額（上限額は 1,000,000円） 

【除却工事に対する助成】 
○昭和 56年 5月 31日以前に着工されたものについて、 
補助対象事業費×3／4以内の額（上限額は 500,000円） 

（３）無接道地の建替えに新たな許可基準を整備 
老朽化した無接道地の建築物の建替えにより、耐震化及び不燃化を図り、木造住宅

密集地域の解消など、区の高度防災都市化を図っていくため、区は新たな無接道地の
建替え許可基準を整備しています。 

 
建築物は、敷地が道路に 2ｍ以上接しなければ建築できず、この規定を満足しない

無接道敷地は、建替えにあたって特定行政庁（新宿区長）の許可が必要となります（建
築基準法第 43条第 2項２号）。 
無接道敷地は、道路に接するが接道長さが 2ｍ未満の「路地状敷地タイプ」と、道

路に接しない「通路タイプ」の大きく 2つに分類することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区では、平成 27年 4月に「通路タイプ」の新たな許可基準を整備し、平成 28年

4月に、「路地状敷地タイプ」の新たな許可基準の整備を行いました。これにより、無
接道敷地の安全性を確保しながら、建替えによる耐震化及び不燃化を促進しています。 

道 路 

「通路タイプ」 

2m 未満 道 路 

「路地状敷地タイプ」 

通
路 


	・老朽化のために倒壊し、若しくは建築材等を飛散させるおそれがある状態
	・不特定の者が侵入して火災を発生させ、若しくは犯罪を起こすおそれがある状態
	・土地又は建物にみだりに放置された廃棄物(以下「放置廃棄物」という。)に起因して火災を発生させ、又は放置廃棄物が飛散するおそれがある状態
	・放置廃棄物に起因する悪臭又は害虫の発生等により、周辺住民の生活環境に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態
	第１章　計画の目的と位置づけ
	１　計画の目的
	２　計画の位置づけ
	３　対象とする空家等について
	４　特措法と空き家等条例との関係
	５　対象とする地区
	６　計画期間

	（１）空家
	（２）ごみ屋敷
	第２章 新宿区の空家等の現状
	１　住宅・空家等の状況
	２　新宿区空家等実態調査
	３　区の空家等の現状と考察

	（１）住宅総数と世帯総数の推移
	図表1　区及び23区の住宅総数・世帯総数推移
	図表2　全国の持ち家として取得した中古住宅数の推移

	（２）空家の状況
	図表3　区の空家総数・空家率の推移
	図表4　全国・東京都・区の空家率の推移

	（３）空家の種類別構成
	図表5　全国・東京都・区の空家の種類別構成比率
	図表6　区の空家の種類別構成比率

	（４）建て方別の空家の種類
	図表7　区の建て方別空家の種類（左表：戸建住宅、右表：共同住宅等）
	図表8　区の建て方別その他の住宅の腐朽・破損の有無

	（１）新宿区空家等実態調査の概要
	○調査期間 平成28年5月末から平成28年8月末まで
	○調査対象 新宿区全域に存在する民間建築物（48,798棟）
	○調査方法
	・一次調査：外観目視により空家や居住中の老朽化した建物を抽出して分類
	・二次調査：空家と判断した建物については、詳細な状況調査を実施
	○調査結果の概要
	調査対象区域及び棟数　新宿区全域　48,798棟（公共施設を除く）
	・区内の空家棟数 441棟
	・区内の空家率 0.9％（空家棟数／調査対象棟数×100）
	○調査期間 令和4年6月中旬から令和４年7月中旬まで
	○調査対象 平成28年度調査で把握した空家のうち、調査開始前に解体や居住を確認しているものを除いた空家
	○調査方法 平成28年度と同様
	○調査結果の概要
	平成28年度から引き続き空家だった棟数　182棟
	図表9　現地調査結果の概要

	ア　地域別の状況
	（ア）地域別の空家棟数及び空家率
	図表10　地域別の空家棟数と空家率
	・地域別の空家棟数は、落合第一地域（70棟）、四谷地域（60棟）、柏木地域（54棟）、落合第二地域（49棟）に多い。
	・区内の空家率は0.9％である。角筈地域が1.71%、落合第一地域が1.46％、柏木地域が1.34%、四谷地域が0.93％となり、４地域は平均より高い。
	・地域別の空家棟数は、落合第一地域（33棟）、四谷地域（28棟）、柏木地域（26棟）、落合第二地域（19棟）に多い。
	・区内の空家率0.38％に対して、落合第一地域が0.69％、柏木地域が0.65%、四谷地域が0.43％、角筈地域が0.40%となり、４地域は平均より高い。
	（イ）用途地域別の空家棟数


	イ　建物に関する状況
	（ア）用途別の空家棟数
	（ウ）建築年次別の空家棟数

	ウ　接道の状況
	（ア）前面道路の幅員別の空家棟数
	（イ）道路に接する間口別の空家棟数
	・原則として建物登記簿から確認した空家を対象としました。
	・借地等により一の土地に複数の建物登記があり特定が困難な場合は、住宅地図等に載っている表札名と建物登記の所有者名が一致したものを対象としました。
	・建物登記が特定できない場合は、住宅地図等に載っている表札名と土地登記の所有者名が一致したものを対象としました。
	・上記により所有者が特定できなかったものについては、固定資産税情報を元にアンケートを送付しました。
	以上により所有者が判明した空家は、平成28年度は417棟、令和4年度は163棟です。

	・グラフ内の数字については、件数（構成比）を表示しています。
	・構成比は小数第2位を四捨五入して算出しました。したがって、回答率は合計しても合計が100%にならず、1%の範囲で増減することがあります。
	・ｎは構成比算出の母数であり、100%が何人の回答者数に相当するかを示します。
	・単回答の設問で複数回答している場合は、複数回答を含めた回答数となります。

	（１）空家の状況
	・空家の182棟を用途別にみると、「戸建て」が112棟（62％）と一番多く、次いで「アパート」が32棟（18％）、「店舗兼住宅」が25棟（14％）、「長屋」が1棟（1％未満）となり、住居系の建物用途が、計352棟（93％）と大部分を占めている。
	・空家の182棟の中で登記簿に記載のある35棟のうち、「昭和46年以前」の建物17棟（48％）、「昭和47年～昭和56年」が９棟（25％）であり、これらを合わせた「昭和56年以前の建物」が26棟（74％）と、７割以上を占めている。
	・空家の敷地の前面道路の接道状況（前面道路の幅員）は、「2m～4m」が95棟（52％）で過半数を占め、次いで「2m未満」が60棟（33％）で、8割以上が細街路に面している。
	・空家の敷地が道路に接する長さ（間口）は、「4m以上」が106棟（58％）と過半数を占めている。
	・一方、「2m未満」の建築基準法の接道要件を満たしていない敷地が30棟（16％）存在する。

	（２）ごみ屋敷等の状況
	第３章 新宿区におけるこれまでの対応
	新宿区の取組み状況

	（１）条例に基づく管理不全な空家等への対応
	・開催実績
	・審査会対象件数

	（２）木造住宅の不燃化建替え費用等への助成
	○昭和56年5月31日以前に着工されたものについて、
	○昭和56年6月1日以降に着工されたものについて、
	○昭和56年5月31日以前に着工されたものについて、

	（３）無接道地の建替えに新たな許可基準を整備
	第４章 空家等対策の推進
	方針１　管理不全な空家やごみ屋敷等の解消
	〇管理不全な空家やごみ屋敷等は、放火など防災・防犯上の問題や建物倒壊などの危険性、廃棄物の堆積による悪臭や害虫の発生といった周辺の生活環境や景観の悪化など多岐にわたる課題があります。
	〇このため、危機管理担当部、環境清掃部、都市計画部など庁内の横断的な連携体制の強化を図るとともに、専門家団体・消防・警察・東京都などと情報共有を行うなど、総合的に取組みます。
	〇空家等の適正な管理を促すため、所有者等に対して周知・啓発を行います。
	〇特措法に基づき、都に情報を求めるなど、所有者等の把握に努めます。
	〇改善が見られず、かつ、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある場合等には、特措法等に基づく助言・指導、勧告、命令、代執行を実施します。
	〇特定空家等に該当するかを判断する前においても、空き家等条例に基づき設置される空き家等適正管理審査会（以下「審査会」という。）での学識経験者、建築・法律等の専門家等の意見等を踏まえ、空家等の所有者等に対して繰り返し働きかけます。（※）
	〇特定空家等の判断については「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」（出典：国土交通省）を踏まえて行います。
	〇「空家等実態調査」により把握した情報や区民・町会・自治会等から寄せられた空家等をデータベース化し、管理不全な空家等の所有者等に対して迅速かつ効果的な改善指導を行います。
	〇廃棄物に起因する管理不全な土地・建物には、通常の管理不全な空家等とは異なる対応が必要です。そのため、福祉、保健等庁内関係部署や関係機関との協力体制を構築し、各事例に応じた対応を行い、解決に向けて取り組みます。
	〇ごみ屋敷は、特に周囲の環境悪化などへの影響が大きいと思われる案件を中心として、ごみ屋敷関係部署が集まる会議体において事例に応じた検討会を行い、原因や対策についての情報共有を図った上、総合的な支援体制を構築します。
	○総合的な支援体制のもと、原則として居住者自身による廃棄物の撤去に向けた支援や再発防止に向けた見守りなどにより解決を図ります。
	〇地域団体など多くの主体と連携し、積極的な情報把握に努め、各関係機関が定期的に現地確認を行うなど、ごみ屋敷の解消に取り組みます。
	〇居住者自身による廃棄物撤去の働きかけを継続しても、改善の見られないものについては、条例に基づき助言・指導、勧告、命令、公表、代執行等の手続きを進めます。
	居住者のいるごみ屋敷への対応の流れ

	方針2　空家等の適正管理の促進・発生の抑制
	〇空家等は、第一義的には当該空家等の所有者等が自らの責任により適正に維持管理を行う必要があります。また、管理不全な空家等の問題発生を未然に防ぐためには、管理不全な空家等になる前から建物等を適正に管理する意識を広く所有者等に啓発するなど、問題意識の醸成が重要です。
	〇このため、広報やホームページ、パンフレット等を活用し、空家等の問題点や適正な維持管理の必要性について分かりやすく所有者等に周知啓発していきます。
	〇空家等の発生抑制や適正管理につなげるため、区内の専門家団体（法律、建築、不動産、金融等各関係団体）と連携した総合相談体制を整備し、相談会を開催します。
	〇このことで、空家等の所有者や所有者になり得る者の様々な悩みを解決し、管理不全な空家等の発生抑制や適正な管理につなげるため、相続問題、生前対策、修繕、利活用及び除却後の跡地活用など一人ひとりの事情に応じたより専門的な相談に対応する相談会を定期的に開催し、助言や提案を行います。
	〇地域団体など多くの主体と連携し情報把握に努め、空家等の適正管理に取り組みます。
	（１）計画策定までの経緯
	（２）有識者会議委員名簿（平成28年度）
	（３）有識者会議委員名簿（平成29年度）
	（４）要綱
	（１）国の取組み状況
	（２）東京都の取組み状況

	第５章 空家等対策の実施体制
	資料編



